
◆奨学金
奨学金名
財団・寄付者

目的

給付額 円/月

給付回数 回

2020/4-2022/3　*最長2年間（最短1年間）

※ただし、2021年度も引き続き受給を希望する場合は、別途所定の手続きが必要。

推薦人数

募集人数 名程度

国際学生

対象国籍

成績

その他

義務

その他注意

締め切り

◆今後の予定
申請締切
結果発表(個人伝言) 9月13日
学内面接 9月18日
結果発表(個人伝言) 9月27日
財団への推薦締切 12月上旬頃
財団面接 有（日本語）
採否通知 未定 *大学宛て通知

学内面接
(一次合格者)のみ

名（アジア地域諸国の学生1名、アジア地域諸国以外の学生1名）

大学院生 修士： ✓３セメ　　　　 　博士： ✓３セメ　✓４セメ　✓５セメ

8月31日　　11：59pm（日本時間）

2019年8月31日（土）
11:59pm（日本時間）

奨学金受給期間中に重複受給のない者

【ｱｼﾞｱ】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ﾀｲ､ﾈﾊﾟｰﾙ､ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾍﾞﾄﾅﾑ､ﾏﾚｰｼｱ､ﾐｬﾝﾏｰ､ﾓﾝｺﾞﾙ､韓国､台湾､中国
【中東】ｱﾗﾌﾞ首長国連邦、ｲｽﾗｴﾙ､ｲﾗﾝ､ﾄﾙｺ､ﾖﾙﾀﾞﾝ､ﾚﾊﾞﾉﾝ
【ｱﾌﾘｶ】ｱﾙｼﾞｪﾘｱ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｻﾞﾝﾋﾞｱ､ｽｰﾀﾞﾝ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ﾁｭﾆｼﾞｱ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾏﾗｳｲ､ﾓﾛｯｺ､南ｱﾌﾘｶ共和国､南ｽｰﾀﾞﾝ共和国
【北米】ｶﾅﾀﾞ､ｱﾒﾘｶ合衆国
【中南米】ｺﾛﾝﾋﾞｱ､ﾄﾞﾐﾆｶ共和国､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ﾎﾞﾘﾋﾞｱ､ﾒｷｼｺ
【欧州（NIS諸国含む）】ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ､ｱﾙﾒﾆｱ､ｱﾝﾄﾞﾗ､ｲｷﾞﾘｽ､ｲﾀﾘｱ､ｳｸﾗｲﾅ､ｴｽﾄﾆｱ、ｵｰｽﾄﾘｱ、ｵﾗﾝﾀﾞ､ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ､ｷﾌﾟﾛｽ､ｷﾞﾘｼｬ､ｷﾙｷﾞｽ､ｸﾛｱﾁ
ｱ､ｺｿﾎﾞ共和国､ｼﾞｮｰｼﾞｱ､ｽｲｽ､ｽｳｪｰﾃﾞﾝ､ｽﾍﾟｲﾝ､ｽﾛﾊﾞｷｱ､ｽﾛﾍﾞﾆｱ､ｾﾙﾋﾞｱ､ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ､ﾁｪｺ､ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾄﾞｲﾂ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､ﾌﾗﾝｽ､ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ､ﾍﾞﾗﾙｰｼ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ､ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ､ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ､ﾗﾄﾋﾞｱ､ﾘﾄｱﾆｱ､ﾙｰﾏﾆｱ､ﾛｼｱ

2019年9月18日(水)

ＪＴグローバル奨学金
日本たばこ産業株式会社

APUから他の奨学金に推薦中でない者

事業所を置いている国・地域からの私費外国人留学生に対して奨学金を支給することによって、国際交流の促進、人材育成の持続的な社会の発展に寄与することを
目的としている。

130,000

2

対象ｾﾒｽﾀｰ
*2020年4月

時点

奨学金受給期間

応募資格
(全て該当する

者)

日本国籍以外の者・正規生のうち在留資格が「留学」の者

全国で10

通算GPAが2.8以上である者 (2018秋セメスター終了時点）

12

定期健康診断 前セメスターまたは今セメスターでAPU定期健診を受診完了している者または予定の者(再検査・精密検査未受診は不可)

＊申請はSurveyで受け付けます
＊応募資格要件を満たしていない場合は選考対象外とします
＊申請内容に虚偽があった場合は失格とします
＊申請締め切り：2019年8月31日（土）11:59pm（日本時間）
＊申請を完了するためには最後の終了メッセージ画面まで進んでください。
＊エッセイは日本語の説明のみとなります
＊締切後の申請はいかなる理由でも受付できません。「インターネットが込み合っていた」「最後の送信ボタンを押し忘れた」など無いよう、ご注意ください。
＊奨学金の申請は一回限り有効です。二回目以降の申請は無効となりますのでご注意ください。
＊申請完了の証明として、完了画面をスクリーンショットで撮影し、大切に保存しておいてください。
＊結果発表は9月13日（金）に応募者全員に対してキャンパスターミナルの個人伝言でお知らせします
 【問合わせ先】 スチューデント・オフィス： A棟１階 奨学金担当
                    パソコンメールアドレス：apustu1＠apu.ac.jp

(1) 2020年4月1日時点で、立命館アジア太平洋大学の大学院に正規生として在籍している者。
(2) 日本で修学又は研究する私費外国人留学生の内別紙に掲げる国・地域の出身者。在留資格は「留学」とする。
(3) 本奨学金受給期間中、他の奨学金の給付を受けない者[貸与型（返済が必要なもの）奨学金も不可]。
(4) 真に経済的援助を必要とする者。
(5) 品行方正で学業成績が優秀な者。
(6) 日本の発展、または、母国と日本の懸け橋として、両国の発展に貢献したいという志を持つ者。
(7) 本奨学金終了後も、OB/OGとして関係を持ち続けられる者。
(8) 2020年4月1日時点で、満年齢35歳未満の者。
(9) 国際理解と親善に関心を持ち、貢献を期する者で、寄付者が開催する交流会行事（年2回予定）に参加できる者。
(10) 日本語でのコミュニケーションが可能な者。
(11) 在学大学の長の推薦を受けることができる者。

他奨学金

1) 受給者は、本奨学金支給期間中の学習・研究状況について、学業成績証明書と共に、毎年度末および奨学金受給終了後、所定の様式により、大学を通じて提出し
なければならない。
2) 受給者は、寄付者による交流会行事等が開催された場合、これに参加しなければならない。
　　※給付終了年度の交流会行事において、受給期間中の学習、研究等の内容を発表しなければならない。
3) 受給者は、受給期間中及び受給終了後、協会又は寄付者の要請に応じ、アンケート等への回答をしなければならない。
4) 受給者は住所・連絡先及び所属先（大学・就職先等）、本協会に対する届出事項に変更があった場合、本奨学金受給期間中は大学を通じて、受給終了後は直接本
協会へ遅滞無く届けなければならない。
5） 受給者は、選考を経て、ＪＴグローバル奨学生に決定後、「誓約書」を提出しなければならない。
5） 受給者は、大学卒業後に住所・連絡先に変更があった場合、直接本協会へ遅滞なく届け出なければならない。
6） 本奨学金を受給した者は、自身の就職先について、大学卒業時に所定の様式により、大学を通じて本協会に報告しなければならない。


